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TPP協定を背景とした法改正が次々と進んでいます。

種子法廃止や種苗法の改悪は、

安全・安心な食料の供給を危うくするもの。

食料主権を守るべく、私たちは正面から闘います。

このままでは食料主権が

失われかねない

今日本では、TPP協定を背景に、主要農作物

種子法（種子法）の廃止、農業競争力強化支援

法の成立、水道法や漁業法、卸売市場法の改

正といった法整備が次々となされています。米韓

FTAの影響で、韓国が200本もの国内法を変え

ざるを得なかったのと同じ状況です。

私たちが4年前から訴えてきたTPP交渉差止・

違憲訴訟では、残念ながら「TPP協定はいまだ

発効しておらず、それに伴う法律の改正、施行も

されていないから、国民の権利義務に変更はな

い」として棄却されました。一方で、裁判所は、

種子法廃止の背景にはTPP協定があることを判

決の中で認めました。その後、TPP協定は昨年

12月30日に発効し、国民の生活に具体的にかか

わる事態となってきています。

こうした中、これまで生産してきた種子が、多

国籍企業のFl（雑種第一代）や遺伝子組み換

えの種子に変えられてしまう恐れが高まってい

ます。また、心配されていたように、TPP協定の

発効後、参加国からの牛肉の輸入量は3割増加

〈発行元〉

TPP交渉差止・

違憲訴訟の会
http〟tpphantalCOm

譲っても仕方ないという姿勢です。このままでは、

まさに食料主権が失われかねません。

国は国民の命を守るための
義務を怠っている

アメリカでは昨年8月、多国籍バイオ化学メー

カーのモンサント社についての一大ニュースが駆

け巡りました。学校の校庭を管理するグラウンド

キーパーとして働いていたドウェイン・ジョンソンさ

んが）ンパ節の末期ガンとなったのは、校庭に散布

していた除草剤ラウンドアップの主成分グリボサー

トのせいだとしてモンサント社を訴えて勝訴し、サ

ンフランシスコの裁判所が約320億円の賠償金支

払いを命じたのです。

こうした動きは今世界中に起きており、ダ）ホ

サートの使用禁止はイタリアやフランスなどを含む

30か国以上に広がっています。しかし日本ではまっ

たく報道もされず、むしろダ）ホサートの残留基準

が緩和されています。例えば、小麦粉の残留基準

は、中国（0．2ppm）の150倍にあたる30ppmにま

で引き上げられました。日本では発達障害の子ど

もが10人に1人、アメリカでも3人に1人いるといわ

（※l）、日欧EPAの発効によってEU産豚肉のれており、食にも原因があるのではないがと心配さ 輸入量は5割、チーズも3割増加（※2）したと日れています。 本農業新聞が報じています。このように、国は、国民の命を守るための義 今後、いよいよアメリカから事実上の日米FTA務を怠り、食料主権を放棄しているも同然です。 を求められ、これ以上の譲歩を認めれば、かつてTPP協定や日米FTAを背景とした関税引き下げ 日本政府がTPP協定による影響を試算したようは食料自給率の低下を招き、生存権（憲法25条） 

ン二、‘恋 ∵ ，諒 栄 � �に、食料自給率は14％以下に下がるかもしれまを侵害します。種子法の廃止、種菌法の改悪は、 せん。日本の自動車の売上はトヨタl杜だけでもこれまで農業生産者が積み重ねてきた安全・安心 29兆円（2018年）ありますが、農業の総算出額な食料の供給を危うくするものであり、財産権（憲 は8兆円（2017年）にしか過ぎないことから、日法29条）や生命権、幸福追求権（憲法13条）を侵 

本政府は、アメリカが日本の自動車にかけている 　　　25％の関税を低減させるた �害するものです。 私たちは、安全で豊かな食を保障する食料主 権に基づき種子法廃止が違憲であることを確認 する裁判を提起します。この裁判は自家増殖によ る農民の種子に対する権利を守ることも争点とな ります。 　〃l 

一二一／‥　　めにも、農産物を譲るだけ 　　＝〃””○由　弁護団共同代表 

山田正彦 （やまだ・まきひこ） 
原告は現在約1300人ですが、今後、追加提訴 

運用で～』（サイゾー）。 �も検討しています。ぜひともに闘いましょう。 
※十2019年1、2月前年同月比（2019年3月8日、日本農業新聞） 

※2：2019年2月前年同月比（2019年3月29日、日本農業新開） 
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訴状を公開します！
請求の趣旨

1原告A（採種農家）は，2018（平成30）年4月1日に廃止された主要農

作物種子法に定められた都道府県による「指定種子生産は揚」（法4

条）に指定される地位にあることを確認する。

2原告B（一般農家）は2018（平成00）年4月1日に廃止された主要農作

物種子′玉に定められた都道府県による「ほ場審査」（法3条）その他の措

置を受けた主要農作物を購入（生産）できる地位にあることを確認する。

3原告C（消費者）は，2018（平成30）年4月1日に靡止された主要農

作物種子法1こ定められた都道府県による「ほ揚審査」（法3条）その

他の措置を受けた主要農作物の供給を受ける地位にあることを確

認する。

4被告は原告らに対して，各1万円を支払え。

請求の原因

田園種子法真止浅慮立（糧手法嚢止）に至った髄

第1主要農作勤続手法とは

1年半かかりで準備を重ねてきた

第3次訴訟の訴状ができました。
ここでは、披粋した要約をご紹介します。

詳しくは、後日ホームページIこ

全文をアップします。

1952（昭和27）年，主要農作物桂子′去（以下、種子法）は，わが国に

おける戦後の食糧増産という国家的要請を背景に国会で制定された。

稲，大麦、はだか麦、小麦，および大豆の主要農作物について，都道

府県の管理のもと，地域に合った品種を繭発し、優良品極言奨励品種を

指定するための試験などを都道府県に義務付けることとした。

種子法は　主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するた

め，種子の生産については場（圃場）審査その他の措置を行うことを目

的としていた（同法1条）。

11奨励品種の指定

種子法では、稲や麦・大豆等について、各都道府県か「優良な品

謹」を決定するために「必要な試験」を行い1奨励品程を指定すること

が定められていた（同法8条）。

奨励品種とされる品種は、栽苺の促進と普及を行うために国や都道

府県から様々な優遇措置を受けている。奨励品種の買取価格を高くす

ることによって，農業従事者が奨励品種の栽培を行いやすくするように

促されていたことになる。

0回瑞の指定

鞋子法3桑1項により，主要農作物の種子の栽培に当たってば都道

府県が試験種子生産は場（圃場）を指定することが定められていた。

田各都道府県lこよる原種・原原種の栽培

各都道府県はこの「ほ揚」において主要農作物の優良な種子の生産

を行うために必要な主要農作物の原種・原原種の生産を行うことが義

務付けられている（種子′去7条1項）。

種子は毎年更新されるため，絶えず原種，原原種，桂子が生産さ

れ続け，かつその厳格に生産された品種を．都道府県が奨励品種とし

て指定してきた。

0種苗法との関係

農産物種苗法は1947（昭和22）年に制定された。同法は食料事情

が戦後に逼迫したことを背景として、農業生産の安定化及び生産性向

上を図るために，優良登壇の品種改良を奨励する制度を設け、育苗者

の利益を擁護し，農林大臣による優良苗種の奨励を目的とした電極名

称登録とその違反者への罰則を規定していた。

農業者は．種子法によって優良な種子を，農産物種苗法によって優

良苗種をそれぞれ入手することが可能になり，そして、自家採種は禁止

されていなかったので毎年種子や種苗を購入しなくても一旦入手し

た優良な種子や種苗を自家採種することによって栽培を続けることが

できたのである。

現在の種苗法は1991年に改正された植物の新品種の保劃こ関する

国際条約（iJPOV条約）を踏まえて，旧種苗法を1998（平成10）年に全

面改正されたもので∴腫物の新たな品溝（花や農産物等）の創作をした

者は、その新品種を登録することで植物の新品種を育成する権利（育

成者権）を占有することができる旨が定められた。
一方で育成者権の及ばない範囲が大きく2つあり．1つは試験または

研究目的ての利用，そしてもう1つが農業者の自家採種である。

農業書の自家接種については　種苗′去第21条第2項によって育成権

者の効力が及ばないとされている。しかし，同条の第3項では，省令指

定の品種については例外を定めて農業者の自家採種も禁止している。

この省令とは、種苗法施行洩則第16条であり、1998（平成10）年に

初めて23種を指定し　2006（平成18）年には82種に拡大し，2017（平

成29）年に289程となっている。このように自家採浬の例外となる品種

の指定が拡大しているが　種苗洩こついては　近い将来原則農業者の

自家採種を禁止する方向での改正が検討されている。

田小結
以上のように、国や都道府県は11952（昭和27）年に制定されたこ

の種子法に明記されている米，麦、大豆などの主要農作物の優良な種

子の安定的な生産と普及を果たすべき義務を着実に果たしてきた○

そして、1鈎8（平成10）年に旧種苗法を全面改正して制定された現

行陸曹′去が農家の自家採種を原則禁止していないことと相まって一農家

は優良な連子を安価で購入し　かつ．必要に応じて自家採種をすること

によって生産を継続することで安定的な経営を行うことができ、また。‾

般消費者も安価で優良な主要農作物の彊供を受けてきたものである。

第2　種子運慶止に至った経過

0連子滴の廃止について

2017（平成29）年の通常国会において突如，内閣は種子法を廃止す

る法律案を琵出し、同国会の会期内で廃止法が制定されるに至った。

内閣は廃止法提案の理由において，「種子生産社の技術水準の向

上等により、種子の品質は安定した子農業の戦略物箕である種子につ

いでは∴多様な二一二高二対応するため，罠閻ノウハウも活用して　品種

開発を強力に進める必要があること」，「都道府県による種子開発供

給体制を生かしつつ．民悶企業との連携によI）種子を開発供給するこ

とが必要」とした。

OTPPに伴う法廃止であること

この種子法の廃止は、TPP囁定の妥結に併せて検討され、最終的に

廃止に至ったものである。

すなわち、2016（平成28）年12月にわが国の国会でTPP協定が署名

される約2か月前の同年10月6日の規訓改革推進会議農業ワーキング

グルー7第4回会合において，民間による品種開発を促進させるため．

種子法を廃止することが議論された。

同税制改革会議農業ワーキンググループの結論の主要部分は，そ

のまま2016（平成28）年11月に農業競争力強化プログラムに盛り込

まれた。

そして2013（平成25）年5月に内閣総理大臣を本部長，内閣官房長

官と農林水産大臣を副本部長として内閣に設置された農林水産業・地

域の活力創造本部が2013（平成25）年12月に決定した「農林水産業

地域の′毒力創造プラン」が2016（平成28）年11月29日に改訂された際

に．種子法廃止の方針が正式に決定された。

その後，翌2017（平成29）年の通常国会に，政府からこの産子法を

廃止する法律案が提出され，廃止へと至ったのである。

田　規制改革会議・産業鼓争力会議が主導する日本の農政

食料農業・農村基本法ではその釦5条第1項で「政府は、食料、

農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，

食料農業農村基本計画（以下「墓本計画」という。）を定めなければ

ならない。」とし、同条第5項で「政府は，第一項の規定により基本計画

を定めようとするときば食料農業・農村政策審議会の意見を聴かな

ければならない。」として，農政審議会で審議されて策定された基本計

画の下で日本の農政が進められるという枠組みが作られていた。

しかし、農林水産業・地域の活力創造本部が2013（平成25）年12月に

決定した「農林水産業地域の活力創造プラン」では、地域の活力創造プ

ランは食料・農業・農村基本計画の上位計画となり　農政審議会の議論

は事実上鰍こなされた税制改革会議や産業競争力会議の議論の拘束

を受けざるを得ないことになって、かつて農政の基本方向を議論する最

高機関であった農政審議会はその地位をTPP推進の立場を取る規制改

革会議や産業競争力会議に譲ってしまったかの如き現状である。

今や，日本の農政は規制改革会議や産業競争力会議が主導してお

り、種子法廃止はこのような日本農政の政策決定過程の変質を背景と

している。

第3　種子法の震止による影響

‘！はじめ（こ

2017（平成29）年の通常国会においてこの種子法が民間企業の種

子事業への投資を阻害しているとして廃止決定された。同廃止法は

2018（平成30）年4月1日から施行となり∴種子法は同日に正式に廃止

となった。

田民間企業の参与と都道府県の管理体制の減少

（1）種子法廃止法の提案理由のとおり，種子法廃止の目的は民間企

業の種子事業への参加にある。この点につま従前の種子法7条2項で

も、民間企業（事業者・団体）から委託を受けた種子生産は場も、都道

府県の指定対象とすることは可能であった。

ただし．民間企業（事業者・団体）の生産した種子については、都道

府県からこれまでほとんど奨励品種と認定されていなかった。常に稲に

ついては、民間事業者が開発した品種で奨励品種に指定されている例

はない。これは，民間企業の生産した種子について．「奨励品種」として

都道府県の満たす基準に達しないからである。

この種子法が正式に廃止されることで都道府県が奨励品種を指定

する法的根拠がなくなる。その結果，今後は都道府県が「奨励品種」の

措定を行わなくなることが予想され，民間企業がこの間発育成に参与

しやすくなる。

（2）地方自治体の管理体制の変更

ア都道府県が種子の原種・原原種の生産，種子生産の圃場審査，そ

して奨励品種の指定を行わなくなることか予想される。

都道府県は荘子法という根拠法を失うため，圃場審査等を行う′去的

根拠がなくなり．さらに予算確保が中長期的に確保されず，都道府県

の種子事業が徐々に弱体化していくことが懸念される。

イ2017（平成29）年11月15日，農林水産事務次官は種子法廃止に伴

い1都道府県に対する通知「稲，麦類及び大豆の種子について（通知）」

を出した。通知の内容は，国が都道府県に対し．民間事業者の参入が

進むまでの移行時期のみ事業を続けるように命じる内容であり，都道府

県の種子生産への関与を次第に弱めていくよう命じる内容である。

ウ現に言隆子法廃止後、大阪府，奈良県、和歌山県では水稲の種子

生産に関する審査や証明業務を廃止し　代替措置として当該業務を種

子生産の関連団体（大阪種子脇会など）に委託することとなった。

もちろん，都道府県がそれぞれ種子開発に関して独自に管理を続け

ることも可能である。2018（平成30）年4月1日付の華子法廃止と前後

して，いくつかの自治体で独自の条例制定に関する議論が始まってい

るがしかし，すべての都道府県で条例が制定されることはない。

種子，去そのものがなくなる以上都道府県の種子の開発等に投じる

予算が大幅に減少することは明らかであi）∴制定された各自治体の条

例が今後も維持されるか杏かも不明である。

（3）農業競争力強化支援法の影響

2017（平成29）年8月に施行された農業競争力強化支援法では、国

に，民間事業者が行う技術開発や新品種の育成などを促進する轄畳

を講ずることを義務付けている。さらに国に対し，都道府県のもつ謹苗

の生産に関する知見を民間事業者に堤供する措置を講ずることを義

務付けている（同法8条）。

この結果，国の指揮により，都道府県の持つ種子生産の技術や知見

が民間事業者に流出することとな中種子生産が都道府県の管理から

民間事業者へと移っていくことは明白である。

（4）政府答弁について

なあ政府は国会答弁において，種子法廃止後も∴都道府県が種苗

法に基づき圃場審査などに関する事務を行うことは可能と答弁する。

しかし、種苗，去等で規定されているのは、都道府県が主要農作物の

生産等に関する事務の一部を担うことのみであり　従来の種子法の下

で具体的に規定されていた厳格な管理体制は規定づけちれていない。

種子法が廃止される以上予算捨置が講じられなくなるから　都道府

県の種子管理は，現状から大きく後退することとなる。

0異体的な影響（被害）

（1）種子生産者（採種農家）の経営が成り立たなくなること

採種農家はこれまで自らの所有する土地が種子生産の圃場として

都道府県から娼足され続け，毎年種子を生産し販売することで経営を

成り立たせてきた。同農家が現状と同樹こ種子生産を掛ナることが困

難になっていく。

（2）一般農家への影響
一般農家が購入する種子そのものが高騰し，一段農家の経営が成

り立たなくなることが予想される。今後，都道府県ごとに指定されてい

る品種の育成が成り立たなくなる一方，民間業者の開発した桂子が中

IL的に販売されることとなるが∴都道府県が予算を通じて種子開発・

育成をしたものではない以上民間業者による種子は高額となる。

（3）食の安全・主要農作物の高騰

都道府県が厳格な管理のもと（こ安全な種子を生産しなくなれば，当

然．消費者の食の安全の問題や農作物の高騰の問題が生してくる。今

後，都道府県が奨励品種の指定を行わなくなった場合，従来の奨励

品種の水準を満たさない品種（農作物）が市境に出回る恐れがあり．当

然，当該品種の安全性が懸念される。

田綿への脚，持続可能なき要，小農の鮒と葉子について

第1　はじめに

本章では，国瞭連合（国連）を中心に議論されてきた「食料への権

利」と「食料への撞利」を担保するとされる「持続可能な農業」の概要に

ついて触れその持続可能な農業の実現のためlこ家族農業をはじめと

する小規模農業経営が重要な意義を有し，さらに、これら小農の権利

が堤唱されている最近の国際的潮流を概観して，その中で種子の権

利が確立しつつある状況を確認する。

纏2　食絹への権利と持続可能な農業

0食料への権利
「世界人権宣言」は，人権尊重にお上る「すべての人民とすべての国

とが達成すべき共通の基準として」，1948年12月10日，第3回国連総

会の決議として宣言され，すべての国の人々が持っている市民的，政

治的l経済的，社会的　文化的分野にわたる多くの権利を内容として

いる。その第25条1項は、「すべて人は1衣食住．により自己及び家族

の健康及び福祉に十分な生活水準を保痔する権利　を有する」と規定

しており、このうち食に関する部分は「食料への権利」を定めたものと理

解されている。

そして1966年12月16日の第21回国連総会において採択された国

際人権規約のうち「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規

約（国際人権A規約）」（以下，「国際人権A規約」という）第11条では，
「食料への権利」がより具体的に窺足された。

食料への権利は、誰でも、いつでも，どこに住んでいても、人が生ま

れながらに持っている愚も基本的な権利の一つであり、人がIC、も体も

健康で生きていくために必要な食料を自らの手で得られる権利である。

国際人権A規約を締結した政府は，国内で暮らす全ての人々がその権

利を行使する手段を保障する責任を負うことになる。

0持続可能な霞業についての考え方

1987年国連総会で採択されたブルントラント報告書では「将来

の世代の欲求を満たしつつ，現在の世代の欲求も満足させるような開

発」として「持続可能な開発」が暴言され，これ以降，農業分野において

は「持続可能な農業」の模索・実践が開始されるようになった。

1988年の国連食糧農業機関（FACi）の理事会で承認された定義で

は∴持続可能な開発とは，天然資源碁盤を管理，保全し，現在及び

将来の世代のために、人間のニーズを達成し、又は，継績して充足さ

せるようなやり方で技術的変化及び制度的変化の方向づげをするこ

こである。そのような（農業，林業及び漁業における）持続可能な開発

は、土地，水．植物及び動物の遺伝資源を保全し言環境的に天然資源

を悪化させず技術的に適切．経済的に実行可能，社会的に受け入れ

可能なものである」とした。要するに∴持続可能な農業とは、天然資源

の損失や破壊を食い止め，生態系を健全に鯉痔しつつ農業の生産性

上昇を推進することを意味する」のである。

HSDGsと持続可能な農業

国連では2015（平成27）年9月25日第70回国連総会において「持続

可能な開発（SDGs）のための2030アジェンダ」が採択されている。
「目標2」においては，「飢餓を終わらせ∴食撞安全保障及び栄養改

善を実現し∴持続可能な農業を促進する」と盤言されている。そして，

2030年までに飢餓を撲滅（21），中馬摸食糧生産者の農業生産性お

よび所得の倍増（23），積子栽培植物，飼育家畜化された動物等の

遺伝的多様性の維詩（25），等が提言された。

また　農業分野の活動の中心となる国連食違農業機関（FAO）は，
「詩続可能な食料及び農業に関する基本ピジョン」において「痔続可

能な農業，に関し，「（前略）食料が栄養（こ富み．すべての人々に入手可

能であり、自然資源や生態系機能が維持されるような管理がなされ，

結果として現在および未来の世代の要求を満たすものとなる」と定義し

た。また．飢餓と貫因を防ぐために食料安全保障が求められるとし．そ

のための5つの目標として，①飢餓食料不安・栄養不良の撲滅支援、

②農林水産業の生産性・持続性の向上③産材の貧困鎮沌④包括

各



細

目・．◆一一　．　十・　　・千・
レ・∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．′　′　　　　　3

）

的かつ効率的な鍵業食料システム．⑤災害に対する生計のリリノエン

スの強化．を堤示した。

第3　小義の権利

tI国際宗族農業年と裏技農業の10年

2011（平成23）年の国連総会では、世界の飢餓瑛減と天然自然の

保全において，宗族農業が大きな可能性を有しているとし，そして2014

（平成26）年を「国際家族農業年」とした。
「国際豪族農業年」は，家族農業や小規模農業が，持続可能な食料

生産の基盤として世界の食糧安全保障確保と貧困撲滅に大きな役割

を果たしていることを，広く世界に周知することを目的としている。国連

食糧農業機関（FAO）によると，食料不安に苦しむ人口の70％以上が，

アブ）なアジア，中南米の農村組こ住んで封）、そうした人々の多くが

豪族農家で中でも小規模農家は天然資源，政策、技術へのアクセス

が限られている。家族農業は，開発途上国，先進国ともに，食糧生産（こ

おいて主要な農業形態となっており、社会経済や環境，文化といった

側面で重要な役割を担っている。

国連が2014年を「国際家族農業年」と定め，小規模・家族農業の役

割と可能性を再評価し、支援に乗り出すための啓発活動を展開した

が，小規模・家族農業の置かれた状況を考えるとこの活動はまだ不十

分であるとして，世界で国際家族農業年をさら（こ10年間延長しようと

キャンペーン活動「国際家族農業年＋10」（iYFF＋10）が展開された。世

界約60ヶ国でキャンペーンのサポーター組織が立ち上げられ、2017

年12月の国連総会で2019－2028年を「家族農業の10年」にするこ

とが正式に決定された。

2010年農業センサスでは日本の兼業農家数は約120万戸で農家

総数の723％に及び＝農家の90万戸余り（全体の552％）が1ha未満，

130万戸（全体の806％）が2ha未満とされ，上記報告書では，アジア

において小規模農業とそれより大きい規模の農業の境界を土地面積

で1－2haとするのが適切としていることからすれば日本の農家の過

半はl」＼規模農業である。

このような中，国会で満足な議論もなく規制改革会議が主導した種

子′去廃止法案が可決されてしまうことに．日本という国家の存亡にかか

わる危機が象徴されているといっても過言ではない。

0食料・農業種物遺伝資源条約で規定された農業者の権利

2001年11月にローマで開催された第31回FAO総会において、「食

料及び農業のための植物遺伝資源（こ関する国際条約」（iTPGR）が採

択された（日本も批准済み）。同条約の第9条では＝農業者の自家採種

の権利を制限すべきでないとしている。

Eir小壷と農村で働く人びとの権利に関する宣言，と種子の権利

（1）「家族農業の10年」の開始を前に，2018年12月18日，国連総会で
「小農と農村の働く人びとの権利に関する宣言」が採択された。

世界の食料の8割が小規模・家族農業によって生産され世界の全

農業経営体数の9割以上を占めてか）言悟采にわたって，いかに食料を

安定的に供給することができるかかせ界的な課題になる中で時代遅

れだと思われていた小規模家族農業が言持続可能な農業の実現とい

う目標に照らして，実は最も効率的だという評価がなされるようになり，

2018年12月r小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」が賛

成119の多数で採択された。同宣言では，家族農業など小規模の農家

（小農）の価値と権利を明言きし，加盟国に対一て小農の評価や財源確

保，投棄などを促す内容となっている。

発展途上国を中I亡高二賛同が圧倒的多数だった一方，米国や英国，

オース、ラリア，ニュージーランドなどが反対日本は棄権した。日本政

府は規摸拡大を重視し，農業の大規模・企業化使先の政策を推進して

いる現状にあり，国連で小農宣言の採決を棄権しただけでなく，今後

も宣言にある小農の権利書に関して政策的に取り組む見通しは、決し

て明るいものではない。

（2）同宣言では，「小農，について以下のように定義する。「自給のためも

しくは販売のため，またはその両方のため．一人もしくは他の人びととと

もに，又はコミュニティとして，小規模農業生産を行っているか行うこ

とを日揖している人で「家族及び世帯内の労働力ならびに貨幣で支払

いを受けないその他の労働力に対して、それだけにというわけではない

が，大喝に依拠し，土矧こ対して特別な依拠膏古びつきを持った人」（1

条1項）。

また　宣言は，“締約国は小農と農村で働く人びとの権利を，その領

域および領域外Iこおいで尊重，保護、実現しなければならい」（2条1

項）として，様々な小農の権利を規定する。

そして宣言19条（ニおいて「種子の権利」を規定し，小農と農村で働く

人びとが種子Iこ対する権利を持ち，自らの種子と伝統的知識を維持，管

理，保護，育成する権利を有すること，かつ，加盟国が荘子の権利を尊

重、保護、実施し，国内法で制定するよう求めるとともに，十分な質と量の

種子が播種を行う上で憲も適切な時期に，手ごろな価格で小農が利用

できるようにしなければならない（宣言19条4頁）ことも規定されている。

第4　畿搭

以上のとおりl世界人権宣言，国際人権A規約の中で認められた食料

漢肺種田臆

2013（平成25）年5月に内閣総理大臣を

本部長，内閣官房長官と農林水産大臣を

副本部長として内閣に設置された農林水産

業・地域の活力創造本部は、2013（平成25）

年12月に「農林水産業地域の活力創造プラ

ン（以下プランという）」を策定しました。

そして、何度か改訂が重ねられ、2016（平

成28）年11月に改訂された際に、同年10月

に税制改革推進会読農業ワーキンググ）／－

プが「総合的なTPP関連政策大網に基づく
『生産者の所得向上につながる生産資材価

格影戌の仕組みの見直しj及び「生産者が有

利な条件で安定取引を行うことがてそる流

通i加工の業界横道の確立」に向けた施策の

具体化方向」の中で「戦時物資である瑛子

種苗については　国は　国家戦略i知財戦略

への権利を実質的に担保する持続可能な農業は，植物の遺伝子資源

の保全が前堤とされており，植物の遺伝資源の保全の対象として種子

は極めて重要な位置を占める。そして∴持続可能な農業の基盤となる家

族農業や小規模農業が営農を続ける上で自由に種子を保存し．利用

し交換し，及び販売できることは必須のことであり．小農の種子の権利

を規定した「小農と農村の働く人びとの権利（こ関する宣言」が2018年12

月18日の国連総会で採択された在日本は菜種をしてしまった。

今回の種子法の廃止がこのような国際的潮流lこ逆行するものである

ことは明らかであI），上記棄権についても同様な指摘ができる。

田日本の農政の支連と種子浅慮止

鷺1農業基本法下での輸入農産物急増に伴う日本農業の衰退
（碧雲剛よ原文にて）

禦2　輸入同線の噺著本法下でのTPP紫紺の壌減的影書

（幕紐は原文にて）

禦3　種子法を廃止し自棄採種さえも禁じようとするのは誰のためか

（舜鯛は原文にて）

寡田種子浅慮止と義満違反

第1十分な生活水準を保持する複利としての食料への権利

0食料への権利弘世界人権宣言第25条の「すべて人は，衣食住，

医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉

に十分な生活水準を保持する権利」の「食」の部分に関する権利であ

り，国際人権規約の社会規約第11条の「自己及びその家族のための相

当な食糧，衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並び

に生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利」の「食料」の

部分に関する権利である。

四二の十分な生活水準を保持する権利は、社会保障受給権を定める

同宣言第22条の「すべて人は，社会の一員として，社会保障を受ける

産別を有し、かつ，国家的努力及び国際的擬力により1また，各国の組

織及び資源に応じて，自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠く

ことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有す

る。」規定と密接に結びついている。

第2　憲法葉25条と十分な生活水準を保持する権利

n日本国憲法では第25条で「すべて国民は．健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利を有する。国は，すべての生活部面について，社

会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら

ない。」と生存権を定めているが，この第25条の生存権の規定は，「健

康で文化的な最低限度の生活」と一定の生活水準を保障する趣旨に

おいて世界人権宣言第25条の十分な生活水準を保持する権利と，また
「国は，すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛

生の向上及び増進に努めなければならない。」とすることから世界人権

宣言第25条の社会保障受給権の両方の内容を併せ待った規定と理解

されるべきである。そして，世界人権宣言第25条の十分な生活水準を

保持する権利は国際人権規約ではA規約の第11条として規定されて

いるのである。

0しかしながら，憲法第25条の生存権の規定について．従来人間の

尊厳に値する生活を営むために必要な諸条件の確保を国家に対して

要求する権利であり，国家はその実現に努力すべき義務を負っている

とされながらも、法文上（二は「衣食住」という文言がないため、人間の尊

厳に値する生活として具体的に衣食住の生活水準を保障する権利とし

ては必ずしも認識されていなかった。

そもそも日本の場合言数十年にわたる高度経済成長の下で国民が豊

かな消費社会を謳歌していたため衣食住の欠乏を深刻な問題として実

態することは災害時を除いてはほとんどなかったので衣食住の生活水

準を生存権の問題として捉える必要性が乏しく憲法第25条の生存権

規定がプログラム規定か具体的権利を定めたものか，抽象的権利かと

いう法的性格裁判規範になり得るかということについては長く議論され

てきたが、憲法第25条に十分な生活水準を保蒔する権利として食料へ

の権利が内包されるかという譲論が十分に展開されなかったのである。

しかしながら，人間の尊厳に値する生活を営む上で十分な衣食住が

確保されるべきことは当然のことであり，憲法25条は衣食住についての

十分な生活水準の保持を保障しているものとして解釈されなければな

らない。

第3　国際人権規約の遵守と薫法解釈

0世界人権宣言に示された諸権利の大半を承認しており，それらをよ

り詳絹に規定し，また，この宣言にない若干の権利も規定して国連総

会で採択された国際人権規約を日本は批准しており，この条約として

の国際人棒規約を当然に遵守しなければならない。

四また、ざらに．生存権を規定する憲′去第25条の解釈においては，国

際人権規約との関係においても，世界人権宣言第25条を碁に国際人

権規約A規約第11条に規定された「自己及びその豪族のための相当な

漢灘長音漢

として，民間活力を最大限に活用した開発

供給体制を構築する。そうした体制整備に資

するため言的方公共団体中心のシステムてら

民間の品種開発意欲を阻害している主要農

作物種子法は廃止する」としたことをそのま

ま採用して、政府として種子法廃止の方針を

正式に決定しました。

食料・農業・農村基本法は政府が食料・農

業・農村碁本計画を5年毎に改訂することを

定めていますが、2015（平成27）年にはプラ

ンによって示された方針に沿って改訂され、

プランは同計画よりも上位になりました。

ですから種子法廃止という極めて重要な

変更が同計画に定めのないまま、その後の規

制改革推進会議の議論通用こプランで決定

されて、実現してしまったのです。

′

食違，衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生

活条件の不断の改善についてのすべての者の権利」が内包されている

ものとして解釈されなければならな，、のである。

霜4　種子法驚止は食料への櫓刑腫保隊する意法第25桑違反

0憲法第25条が国際人権規約A規約第11条の内容を包含するとし

た場合lこ，具体的な解釈は「経済的，社会的及び文化的権利に関す

る委員会」の一般的意見第12号を参考にすべきでか），同意見では．
「十分な食料に対する権利の中核的な内容は，個人の食物的ニーズ

（dIetaryneeds）を充足するのに十分な量及び賃であり，有害な物質

が含まれすかっ，ある一定の文化の中で受容されうる食料が利用で

きること，痔稀可能であり，他の人権の享受を害しない方法でそのよ

うな食料にアクセスできること，を含意すると考える。，とぎれる。

田そして，利用可能性については「生産力のある土地もしくはその他

の天然資源から自ら直接に食料を得ること、又は生産地から、需要に

応じて必要とされる場所まで食料を運搬することができる，よく機能す

る分配，加工及び市場制度をもつことのいずれかの可能性をさす。」と

され、アクセス可能性については「経済的及び物理的なアクセス可能

性の双方を含む。経済的なアクセス可能性とは．十分な食物のための

食料の取得（こかかる個人的又は家計の財政的費用が他の基本的ニ
ーズの達成及び充足が脅かされ又は害されることのないレベルのもの

であるべきだということを合意する。経済的なアクセス可能性は，人々

が食料を調達するいかなる取得形態又は資格にも妥当し．十分な食料

に対する権利の享受にとってどれだけ十分かを測る尺度である。土地

をもたない人々や．その他人口の中で特に困窮した人々のような，社会

的に脆弱な集団は特別なプログラムを通して注意を払う必要がある

こともありうる。物理的なアクセス可能性とは，十分な食料が幼児や

少年，高齢者　身体障害者．末期患者及び精神病者を含めて恒常

的に健康上の問題をもった人々を含むすべての人に対して．アクセス

可能でなけれはならないことを合意する。」とされている。

0以上からすれば，農業者が自由に天然資源である種子を使って安

全安lL、な農産物を栽培することやその農産物を消費者が購入して消

費することは，食料への権利として当然に憲法25条の生存権規定が保

障していると解釈されなければならない。

今回の種子法廃止によって農業者が種子法によって供給されてきた

安価でありながら優良かつ安全・安心な種子によって農産物を生産し

消費者がその農産物を購入して消費する機会を奪い，農業者や′肖貴

著の食料への権利を積極的に侵害したことは、明らかに憲法第25条に

園田一触義家である原告Bの縦碑露の噺え

話重量康普Cの公法上の地位橘鰹の購え

起因葉子農家である原告Aの地位競艇の断え
（詳稿は原文（こて）

田前轍億請求　－

0種子法が憲法Iこ根拠を置く規定であったこと（法廃止の違法性）

前述のとか），種子法は憲法に根拠を置く法律であり．原告A原告

B山原告Cのそれぞれの憲法上の権利を保障するものである。

そしてこれを廃止することは憲法上の権利を侵害することは明らかで

あったがにもかかわらず国会は正当な理由なく‖廃止に追いやった。そ

の結果．原告各人の権利が侵害されておI），損害が生じている。

H廃止に空ろまでの短期間の審議（廃止手続きの違法性）

前述のとおI方向廃止法案は2017（平成29）年通常国会に堤出さ

れ，同国会の会期内に制定された。その間国民に周知十分な議論も

なされず，わずか10時悶程度で廃止法が可決されるに至った。この間、

農業者等からのヒヤリングもなされていない。

また，政府の廃止法の提案理由である，民間事業者の品種開発意

欲の阻害，と述べる根拠について，明確な裏付けが示されることはな

かった。

一方国会での審議の際，政府委員からは種子法廃止の影響lニついて

「問題がない」との答弁が出されるもの言種子法廃止後まもなく，大阪

府、奈良県において今後桂子生産に関する審査や証明業務について

民間団体に委託するなど，現実の影響はすでに生じている。その結果，

全国各地の地方自治体が　独自に条例制定をしなければならない事態

が生じている。

なお，現在では野党議員の堤出した種子法復活法案が国会に堤出

されており，継続審議中である。しかしながら，政府・与党の反対から

可決には至っていない。

0よって，この法を廃止させたことが違法でか）．かつ‖廃止に至るま

での審議過程が違法であるから，原告らは国醇法1条1項に基づきそ

れぞれ慰謝料1万円の支払いを請求する。

種子法廃止と憲法違反

1948年12月の国連総会で採択された「世

界人権宣言」の第25条1項は、「すべて人は，

衣食住，により自己及び家族の健康及び

福祉に十分な生活水準を保持する権利　を

有する」と規定しており、このうち食に関する

部分は「食料への権利」を定めたものと理解

されています。

1966年12月の国連総会において採択さ

れた国際人権規約のうち「経済的。社会的

及び文化的権利に関する国際規約（国際人

権A規約）」第11条では、「食料への権利」が

より具体的に規定されました。

食料への権利は、誰でも、いつでも、どこ

に住んでいても、人が生まれながらに持って

いる最も基本的な権利の一つで、人が心も

体も健康で生きていくために必要な食料を自

らの手で得られる権利です。

農民が自由に麗子を入手して農産物を栽

培し、それを消費者が購入することを政府が

制限したら、それは農民や消費者の食料へ

の権利を侵害することになります。

日本国憲法第25条は「健康で文化的な最

低限度の生活」を保障していますが、食に関

する十分な生活水準が保詩されなければ○鷲

康で文化的な最低限度の生活」とは言えませ

んから、食料への権利は憲法第25条によって

保障されていると解釈することができます。

ノたがって、種子法によって農民が廉価

で優良な品種の種子を入手して農産物を栽

培し、それを消費者が購入することができた

状態を、種子法の廃止によってできなくすれ

ば、それは明らかな憲法違反です。

弁護団

浅野正富
（あさの・まさとみ）

1957年生まれ。栃木県

小山市在住。早稲田大学

法学部卒業。1988年弁

轟士登録。浅野正吾法

律事務所。宇都宮大学

農学部非常勤詰師。

ら



●

五重二三享∵∴¶‾”丁∴∴’‾‘‘・∴：∴

第3次訴訟提訴：
第5回総会のお知らせ
5月24日、いよいよ新たなスタートを切りま

す。TPP関連の第3次訴訟として、「種子法

廃止等に関する違憲確認訴訟」を東京地裁

に捏話します。提訴後、それに合わせて訴

訟の会総会を開催します。概要は下記の通

りです。第3次訴訟原告、これまでの訴訟元

原告、支援者の皆さん、ご参集下さい。

2015年5月から2018年10月までの3年

半、私たちは、TPPそのものとその交渉プロ

セスの違憲性を司法に問うてきました。裁判

所は、政府の行為によって生じた市民への

権利侵害や苦痛・不安を救済する最後の砦

であることを信じて、です。

結果は残念ながら、昨年10月の最高裁

判決で棄却となり、終結しました。しかし、そ

の中で勝ち取ったところもありました。控訴

審判決で、種子法廃止の背景にTPPがある

ことを裁判所に判示させたのです。

昨年12月のIlか国によるTPPll発

効に続き、今年2月には日欧経済連携協定

第3次訴訟提訴

葛密事
5月24目（金）13時

葛西寡
東京地方裁判所

まだまだ

TPP訴訟

（EPA）が発効しました。本年4月中旬から

は日米貿易協議の交渉が始まるなど、日本

政府は自由貿易体制づくりを突き進めてい

ます。その結果、国内外での富の一極集中

と貧富の格差が拡大しました。環境・文化の

多様性は後退しました。さらに深刻なのは、

「経済主権」「食料主権」が著しく脅かされ

ていることです。

国運はこうした問題を認め、小規模・家族

農業を振興する方向に転換しました。農山

村の再生を最重要視するようになってきた

のです。昨年12月国連総会で、「小農民と

農村で働く人々の権利に関する宣言」（農民

の権利宣言）が採択されたのはその一例で

す。日本政府は採決で棄権しましたが、「家

族農業こそ食糧問題の持続可能な解決

策だ」との認識は国際的に広がりつつあり

ます。

2019年は、国連「家族農業の10年」の

最初の一年でもあります。その年に私たち

は、「種子法廃止等に関する違憲確認訴

訟」を起こします。この訴訟は、食の安全、

持続可能な農業を取り戻し、私たちの「食

料主権」を守る闘いです。裁判運動を通し

て、新たな潮流を創り出したいと思っていま

す。まずは、総会でしっかり議諭しましょう。

池住義憲（いげみ・よしのり）
1944年東京生まれ。元立教大学大学院キリスト教学

研究科特任教授。元自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
代表。TPP交渉差止・違憲訴訟の会代表。著書に『平
和・人権・NGOj（新評論、2004年）ほか。

第5回総会

葛圃m
5月24日（金）

14－16時（終了予定）

∈垂重責

日本教育会館8階　第3会議室

東京都千代田区一ツ橋2－6－2

※会場が狭い（80人規模）ことから、ご迷惑をおか

けしますがご理解をお願いいたします。
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